
 新旧対照表

　休眠預金等活用法に係る異動事由 変更箇所は赤字で記載

改定前 改定後

１．（休眠預金等活用法に係る異動事由） １．（休眠預金等活用法に係る異動事由）

（１）～（３）（略） （１）～（３）（略）

（４）当行が関東財務局からの認可を受けた異動事由（預金種類ごとの異動 （４）当行が関東財務局からの認可を受けた異動事由（預金種類ごとの異動

　　事由は、後記「２．（預金種類ごとの認可を受けた異動事由）」参照） 　　事由は、後記「２．（預金種類ごとの認可を受けた異動事由）」参照）

Ａ．預金者等の申出による預金通帳、入金通帳または証書の発行、記帳ま Ａ．預金者等の申出による預金通帳、入金通帳または証書の発行、記帳ま

　たは繰越があったこと（「民間公益活動を促進するための休眠預金等に 　たは繰越があったこと（「民間公益活動を促進するための休眠預金等に

　係る資金の活用に関する法律施行規則（以下、「規則」といいます。） 　係る資金の活用に関する法律施行規則（以下、「規則」といいます。）

　第４条第３項第１号） 　第４条第３項第１号）

Ｂ．預金者等によるＡＴＭでの残高照会（規則第４条第３項第２号） Ｂ．預金者等によるＡＴＭでの残高照会（規則第４条第３項第２号）

Ｃ．預金者等の申出による口座移管（規則第４条第３項第３号） Ｃ．預金者等の申出による口座移管（規則第４条第３項第３号）

Ｄ．同一の預金口座に複数の預金が預入れられている場合、同一の口座に

　預入れられている他の預金（休眠預金等活用法の対象とならない預金を

　含む）について、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと（規則第

　４条第３項第７号）

Ｄ．総合口座取引として利用している他の預金について、前各号に掲げる Ｅ．総合口座取引として利用している他の預金について、前各号に掲げる

　いずれかの事由が生じたこと（規則第４条第３項第６号） 　いずれかの事由が生じたこと（規則第４条第３項第６号）

Ｅ．インターネットバンキング利用規定にもとづき利用口座として登録し Ｆ．インターネットバンキング利用規定にもとづき利用口座として登録し

　た場合に、利用口座として登録した他の預金のいずれかについて、前各 　た場合に、利用口座として登録した他の預金のいずれかについて、前各

　号に掲げるいずれかの事由が生じたこと（規則第４条第３項第６号） 　号に掲げるいずれかの事由が生じたこと（規則第４条第３項第６号）

２．（預金種類ごとの認可を受けた異動事由）

・当座預金 （略） ・当座預金 （略）

・普通預金 （略） ・普通預金 （略）

・決済用普通預金 ・決済用普通預金
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改定前 改定後

・貯蓄預金 （略） ・貯蓄預金 （略）

・納税準備預金 （略） ・納税準備預金 （略）

・期日指定定期 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ ・期日指定定期 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ

　預金（自由金 　る以下の事由 　預金（自由金 　る以下の事由

  利型） 　①預金通帳又は証書の発行   利型） 　①預金通帳又は証書の発行

　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含 　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含

　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成 　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成

　　３０年２月１８日以降に限る。） 　　３０年２月１８日以降に限る。）

　③預金通帳又は証書の繰越 　③預金通帳又は証書の繰越

・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ ・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ

　る口座移管 　る口座移管

　（当行が把握できる場合に限る。） 　（当行が把握できる場合に限る。）

・規則第４条第３項第７号のうち複数の預金が預入れ

　られた口座の場合に、同一の口座の他の預金（休眠

　預金等活用法の対象とならない預金を含む。）に異

　動が生じたこと

・規則第４条第３項第６号のうち総合口座取引として ・規則第４条第３項第６号のうち総合口座取引として

　利用している他の預金に異動が生じたこと 　利用している他の預金に異動が生じたこと

・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン ・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン

　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した 　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した

　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が 　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が

　生じたこと 　生じたこと
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改定前 改定後

・自由金利型定期 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ ・自由金利型定期 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ

　預金（Ｍ型） 　る以下の事由 　預金（Ｍ型） 　る以下の事由

 （スーパー定期 　①預金通帳又は証書の発行  （スーパー定期 　①預金通帳又は証書の発行

　 預金） 　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含 　 預金） 　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含

　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成 　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成

　　３０年２月１８日以降に限る。） 　　３０年２月１８日以降に限る。）

　③預金通帳又は証書の繰越 　③預金通帳又は証書の繰越

・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ ・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ

　る口座移管 　る口座移管

　（当行が把握できる場合に限る。） 　（当行が把握できる場合に限る。）

・規則第４条第３項第７号のうち複数の預金が預入れ

　られた口座の場合に、同一の口座の他の預金（休眠

　預金等活用法の対象とならない預金を含む。）に異

　動が生じたこと

・規則第４条第３項第６号のうち総合口座取引として ・規則第４条第３項第６号のうち総合口座取引として

　利用している他の預金に異動が生じたこと 　利用している他の預金に異動が生じたこと

・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン ・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン

　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した 　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した

　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が 　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が

　生じたこと 　生じたこと
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改定前 改定後

・自由金利型定期 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ ・自由金利型定期 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ

　預金（大口定期 　る以下の事由 　預金（大口定期 　る以下の事由

  預金） 　①預金通帳又は証書の発行   預金） 　①預金通帳又は証書の発行

　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含 　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含

　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成 　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成

　　３０年２月１８日以降に限る。） 　　３０年２月１８日以降に限る。）

　③預金通帳又は証書の繰越 　③預金通帳又は証書の繰越

・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ ・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ

　る口座移管 　る口座移管

　（当行が把握できる場合に限る。） 　（当行が把握できる場合に限る。）

・規則第４条第３項第７号のうち複数の預金が預入れ

　られた口座の場合に、同一の口座の他の預金（休眠

　預金等活用法の対象とならない預金を含む。）に異

　動が生じたこと

・規則第４条第３項第６号のうち総合口座取引として ・規則第４条第３項第６号のうち総合口座取引として

　利用している他の預金に異動が生じたこと 　利用している他の預金に異動が生じたこと

・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン ・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン

　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した 　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した

　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が 　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が

　生じたこと 　生じたこと
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改定前 改定後

・利息分割受取型 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ ・利息分割受取型 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ

　定期預金 　る以下の事由 　定期預金 　る以下の事由

　①預金通帳又は証書の発行 　①預金通帳又は証書の発行

　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含 　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含

　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成 　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成

　　３０年２月１８日以降に限る。） 　　３０年２月１８日以降に限る。）

　③預金通帳又は証書の繰越 　③預金通帳又は証書の繰越

・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ ・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ

　る口座移管 　る口座移管

　（当行が把握できる場合に限る。） 　（当行が把握できる場合に限る。）

・規則第４条第３項第７号のうち複数の預金が預入れ

　られた口座の場合に、同一の口座の他の預金（休眠

　預金等活用法の対象とならない預金を含む。）に異

　動が生じたこと

・規則第４条第３項第６号のうち総合口座取引として ・規則第４条第３項第６号のうち総合口座取引として

　利用している他の預金に異動が生じたこと 　利用している他の預金に異動が生じたこと

・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン ・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン

　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した 　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した

　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が 　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が

　生じたこと 　生じたこと
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改定前 改定後

・変動金利定期 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ ・変動金利定期 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ

　預金 　る以下の事由 　預金 　る以下の事由

　①預金通帳又は証書の発行 　①預金通帳又は証書の発行

　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含 　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含

　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成 　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成

　　３０年２月１８日以降に限る。） 　　３０年２月１８日以降に限る。）

　③預金通帳又は証書の繰越 　③預金通帳又は証書の繰越

・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ ・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ

　る口座移管 　る口座移管

　（当行が把握できる場合に限る。） 　（当行が把握できる場合に限る。）

・規則第４条第３項第７号のうち複数の預金が預入れ

　られた口座の場合に、同一の口座の他の預金（休眠

　預金等活用法の対象とならない預金を含む。）に異

　動が生じたこと

・規則第４条第３項第６号のうち総合口座取引として ・規則第４条第３項第６号のうち総合口座取引として

　利用している他の預金に異動が生じたこと 　利用している他の預金に異動が生じたこと

・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン ・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン

　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した 　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した

　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が 　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が

　生じたこと 　生じたこと
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改定前 改定後

・半年複利型定期 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ ・半年複利型定期 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ

　預金 　る以下の事由 　預金 　る以下の事由

　①預金通帳又は証書の発行 　①預金通帳又は証書の発行

　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含 　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含

　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成 　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成

　　３０年２月１８日以降に限る。） 　　３０年２月１８日以降に限る。）

　③預金通帳又は証書の繰越 　③預金通帳又は証書の繰越

・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ ・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ

　る口座移管 　る口座移管

　（当行が把握できる場合に限る。） 　（当行が把握できる場合に限る。）

・規則第４条第３項第７号のうち複数の預金が預入れ

　られた口座の場合に、同一の口座の他の預金（休眠

　預金等活用法の対象とならない預金を含む。）に異

　動が生じたこと

・規則第４条第３項第６号のうち総合口座取引として ・規則第４条第３項第６号のうち総合口座取引として

　利用している他の預金に異動が生じたこと 　利用している他の預金に異動が生じたこと

・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン ・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン

　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した 　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した

　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が 　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が

　生じたこと 　生じたこと
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改定前 改定後

・満期日指定型自 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ ・満期日指定型自 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ

　動積立定期預金 　る以下の事由 　動積立定期預金 　る以下の事由

 （スーパー積定） 　①預金通帳又は証書の発行  （スーパー積定）　①預金通帳又は証書の発行

　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含 　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含

　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成 　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成

　　３０年２月１８日以降に限る。） 　　３０年２月１８日以降に限る。）

　③預金通帳又は証書の繰越 　③預金通帳又は証書の繰越

・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ ・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ

　る口座移管 　る口座移管

　（当行が把握できる場合に限る。） 　（当行が把握できる場合に限る。）

・規則第４条第３項第７号のうち複数の預金が預入れ

　られた口座の場合に、同一の口座の他の預金（休眠

　預金等活用法の対象とならない預金を含む。）に異

　動が生じたこと

・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン ・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン

　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した 　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した

　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が 　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が

　生じたこと 　生じたこと
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改定前 改定後

・エンドレス型自 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ ・エンドレス型自 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ

　動積立定期預金 　る以下の事由 　動積立定期預金 　る以下の事由

 （個人専用） 　①預金通帳又は証書の発行  （個人専用） 　①預金通帳又は証書の発行

　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含 　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含

　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成 　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成

　　３０年２月１８日以降に限る。） 　　３０年２月１８日以降に限る。）

　③預金通帳又は証書の繰越 　③預金通帳又は証書の繰越

・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ ・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ

　る口座移管 　る口座移管

　（当行が把握できる場合に限る。） 　（当行が把握できる場合に限る。）

・規則第４条第３項第７号のうち複数の預金が預入れ

　られた口座の場合に、同一の口座の他の預金（休眠

　預金等活用法の対象とならない預金を含む。）に異

　動が生じたこと

・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン ・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン

　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した 　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した

　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が 　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が

　生じたこと 　生じたこと
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改定前 改定後

・通知預金 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ ・通知預金 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ

　る以下の事由 　る以下の事由

　①預金通帳又は証書の発行 　①預金通帳又は証書の発行

　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含 　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含

　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成 　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成

　　３０年２月１８日以降に限る。） 　　３０年２月１８日以降に限る。）

　③預金通帳又は証書の繰越 　③預金通帳又は証書の繰越

・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ ・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ

　る口座移管 　る口座移管

　（当行が把握できる場合に限る。） 　（当行が把握できる場合に限る。）

・規則第４条第３項第７号のうち複数の預金が預入れ

　られた口座の場合に、同一の口座の他の預金（休眠

　預金等活用法の対象とならない預金を含む。）に異

　動が生じたこと

・定期積金 （略） ・定期積金 （略）
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改定前 改定後

・総合口座 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ ・総合口座 ・規則第４条第３項第１号のうち預金者等の申出によ

　る以下の事由 　る以下の事由

　①預金通帳又は証書の発行 　①預金通帳又は証書の発行

　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含 　②預金通帳の記帳（記帳する取引がない場合を含

　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成 　　む。ただし、記帳する取引がない場合は、平成

　　３０年２月１８日以降に限る。） 　　３０年２月１８日以降に限る。）

　③預金通帳又は証書の繰越 　③預金通帳又は証書の繰越

・規則第４条第３項第２号のうち預金者等によるＡＴ ・規則第４条第３項第２号のうち預金者等によるＡＴ

　Ｍでの残高照会（当行が把握できる場合に限る。） 　Ｍでの残高照会（当行が把握できる場合に限る。）

・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ ・規則第４条第３項第３号のうち預金者等の申出によ

　る口座移管 　る口座移管

　（当行が把握できる場合に限る。） 　（当行が把握できる場合に限る。）

・規則第４条第３項第７号のうち複数の預金が預入れ

　られた口座の場合に、同一の口座の他の預金（休眠

　預金等活用法の対象とならない預金を含む。）に異

　動が生じたこと

・規則第４条第３項第６号のうち総合口座取引として ・規則第４条第３項第６号のうち総合口座取引として

　利用している他の預金に異動が生じたこと 　利用している他の預金に異動が生じたこと

・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン ・規則第４条第３項第６号のうちインターネットバン

　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した 　キング利用規定にもとづき利用口座として登録した

　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が 　場合に、利用口座として登録した他の預金に異動が

　生じたこと 　生じたこと

・非居住者円普通 （略） ・非居住者円普通 （略）

　預金 　預金

・非居住者円定期 （略） ・非居住者円定期 （略）

　預金 　預金

以　上 以　上
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